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別 紙

一般質問通告一覧表

順序 質 問 者 氏 名 質 問 事 項 質 問 要 旨

１ 佐々木 寿夫君 １．町雇用の (1) 町雇用臨時教職員の現状と学級規模につ

（一問一答方式） 教職員につい いて。

て (2) 町雇用の臨時教員配置の成果と課題、各

学校や保護者の声について。

(3) 他市町村の動向について。

(4) 町採用臨時教職員の今後の方向につい

て。

２．高齢者や (1) 高齢者や障害者等の方々に配慮した町の

障害者等の利 公共施設の現状について。

用しやすい町 (2) 高齢者や障害者等の利用しやすい公共施

の公共施設施 設整備の見通しについて。

設整備につい

て

３．冬季高齢 (1) 冬季高齢者居住施設の必要性等につい

者居住施設に て。

ついて

２ 二ツ森 英樹君 １．世界遺産 (1) 推薦に対してクリアしていない課題や問

（一問一答方式） 登録を目指し 題点は何か。その事に対して対策はされて

ている二ツ森 いるか。

貝塚遺跡につ (2) 日本各地から来られている見学者の対応

いて について。

(3) もっと広いガイダンス施設とトイレ、駐

車場の必要性について。

２．東小学校 (1) 現在の少子化に対して統合の計画はある

の統合につい のか。

て

３．婚活イベ (1) 来年度から自治体への交付金が倍増する

ントについて が、来年度の婚活イベントの考えは。
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一般質問通告一覧表

順序 質 問 者 氏 名 質 問 事 項 質 問 要 旨

３ 哘 清悦 君 １．少子化対 (1) 藻谷氏と山田氏の話は、全町民が知って

（一問一答方式） 策について おくべき内容だと感じた。町長の考えは。

特に、進路を決める中学生とその保護者と

教職員には重要な情報だと感じた。教育長

の考えは。

(2) 当町の独身男女の人数と、結婚支援策の

取り組み状況は。

(3) 少子化対策には子育て支援も必要。天間

西小学校児童の学童保育の計画は。

(4) 当町の子供が住みたいと思える町でなけ

れば観光客や移住者も来ない。当町の子供

の意識は。取り組むべきことは何か。

(5) 若者の雇用創出のためには地消地産の推

進が必要。どう進めるか。

２．合併特例 (1) 施設計画と用地買収のこれまでの進め方

債の活用につ と現状と今後の進め方は。

いて
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開議 午前１０時００分

○議長（田嶋輝雄君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しております。

したがいまして、平成２８年第４回七戸町議会定例会は成立いたしました。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

会議に入る前にお知らせしておきます。

ただいま傍聴席に城南小学校の６年生が社会科の学習のため着席しております。雨の

中、御苦労さまでございます。

七戸町議会傍聴規則第６条第４項により、児童は傍聴席に入ることはできませんが、議

長が許可した場合は傍聴できるとありますので、傍聴を許可いたしておりますので、お知

らせしておきます。

それでは、これより、１２月２日の会議に引き続き、本日の会議を開きます。

──────────────────────────────────────

○日程第１ 一般質問

○議長（田嶋輝雄君） 日程第１ 一般質問を行います。

質問は、通告順に行います。

通告第１号、７番佐々木寿夫君は、一問一答方式による一般質問です。

佐々木寿夫君の発言を許します。

○７番（佐々木寿夫君） 皆さん、おはようございます。

きょうは、議会見学に来ている城南小学校６年生の皆さん、心から歓迎します。そし

て、皆さんの真剣な姿を見ていると私にも力が湧いてきます。皆さんと一緒に七戸町を住

みよくするため、さまざまなことを考えましょう。

きょう私が取り上げるのは、一つ目は、皆さんが日々、学習やスポーツ、そして学校生

活を過ごしている学校教育のためのことです。一人一人の子供が大事にされ、人間として

成長することは、親の願いであり、同時に町民の願いでもあります。その町民の願いに応

え、学校教育に力を入れることは、何よりも重要なことと思い、町の教育の取り組みにつ

いて確かめ、町の考えを聞き、さらに充実させるための提案をしていきたいと思います。

二つ目の問題は、高齢者や障害者などの方々が安心して外出でき、役場や公民館などを

利用し、買い物や日常の生活を豊かにする、そのようなことができるようにするため、高

齢者や障害者の利用しやすい町の公共施設の整備について取り上げます。

三つ目の問題は、ひとり暮らしの高齢者の方々が不安を感じている問題として、冬の間

の除排雪や暖房器具の取り扱いを初め、買い物などさまざまな問題が考えられます。

地域によるボランティアの支援活動も大変です。高齢者の中には、冬期間だけでも施設

で暮らしたいという願いを持っている方もおり、この点について町の考えをただしたいと

思っています。
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小学生の皆さんは、じっと話を聞くだけになり、ふだんの学習活動とは違います。ふだ

んのアクティブラーニングと違い、大変でしょうが、お聞きください。

以上で、檀上からの質問を終わり、この後は、質問者席からといたします。

では、質問者席から質問に移らせていただきます。

ことし、２学期始業式前後に青森県内で２人の中学生がいじめを苦に自殺するという事

件が発生しました。二つの事件とも最終報告が出ていない段階ですが、一人一人の子供の

成長をしっかりと支える体制が必要だということを示していることは間違いありません。

そこで、こういう体制を支える教職員の数が大事だと考えます。

ところで、我がまちでは、国や県で定めている教職員の定数よりも多数の教職員を雇っ

ています。

そこで、（１）の①、町雇用の臨時教職員の職務内容、そして、何人雇っているのか、

配置されている学校、そして、平均年齢はどうなっているか伺います。

○議長（田嶋輝雄君） 教育長。

○教育長（神 龍子君） お答えします。

学務課で雇用している臨時教員並びに臨時職員には、町費負担臨時教員、スクールソー

シャルワーカー、学校生活相談員、そして、特別支援教育支援員があります。

それぞれの職務内容、人数、配置校ですが、町費負担臨時教員の職務は、県費の常勤講

師と同じ内容で、県費負担教員と変わりのない職務内容となっております。人数は４人

で、現在、七戸小学校、天間西小学校、七戸中学校、天間舘中学校へ配属しております。

スクールソーシャルワーカーは、児童生徒が抱えている問題を解決するために、関係機

関等とのネットワークの構築、連携及び調整、児童生徒及び家庭への支援などが職務と

なっております。人数は１人で、ふだんは教育委員会に常駐しており、学校からの要請に

よって家庭訪問などを行っております。

続いて、学校生活相談員についてですが、学校生活相談員は、児童生徒の学校生活にか

かわる問題及び悩みや不安を取り除き、安心で充実した学校生活が送れる環境づくりを進

めることを目的に、児童生徒、保護者の悩みに対する相談等が職務となっております。人

数は４人で、七戸小学校、城南小学校、天間西小学校、七戸中学校へ配属しております。

特別支援教育支援員の職務は、通常学級及び特別支援学級での個別の支援を必要とする

児童生徒への学習指導の補助や生活指導の支援及び介助となっております。人数は１５人

で、七戸小学校に４人、城南小学校に３人、天間東小学校に１人、天間西小学校に３人、

七戸中学校に２人、天間舘中学校に２人配置されております。

平均年齢は４６.８歳となっております。

以上です。

○議長（田嶋輝雄君） ７番。

○７番（佐々木寿夫君） それぞれ職務の違いはありますが、計算したところ２４名の臨

時の教職員が配置されていることになります。これは、現在、県で雇っている七戸町の小
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中学校の教職員全部で１０８人ですが、それに２４人の臨時教職員と、１３２名の体制で

指導に当たっていることになります。教職員１人当たりの人数で見ると、教職員１人当た

り８名の子供を受け持っているという計算になります。ちなみに県全体では、教職員１人

当たり１２名の子供を受け持っていることになるわけですから、我が町は子供に対して手

厚い体制をとっていることになります。

平均年齢も４６.８歳ということですから、豊かな経験を持っている方と若い人との間

でバランスがとれているという感じもいたします。

そこで、（１）の②に、伺いますが、それぞれの給与、そして、この財源はどうなって

いるか伺います。

○議長（田嶋輝雄君） 教育長。

○教育長（神 龍子君） 町費負担臨時教員の給料は、青森県の臨時職員の給与に関する

規程に基づき支給しております。

スクールソーシャルワーカーの賃金は日額８,５２５円。それから、学校生活相談員の

賃金は月額８万円。特別支援教育支援員の賃金は１時間１,０００円となっております。

財源ですが、この中で、特別支援教育支援員だけが普通交付税の算定対象となっており

ます。

○議長（田嶋輝雄君） ７番議員。

○７番（佐々木寿夫君） ４人の臨時教職員は、県で採用している臨時教員と同じ職務

で、同じ待遇と。その他の教職員は時給１,０００円ぐらいということで、他の職種と比

べれば幾らか高い気がしますが、臨時という不安定な雇用を考えると、また、平均年齢で

４６歳と考えると決して高くはない。こういう中で２４名もの教職員を確保するというの

は、これは大変なことだと言わざるを得ません。

財源については、９名は町費負担、特別支援員１５名は国の交付金算入とされ、９名の

町費負担職員の財源など、本当に大変なことがわかります。町費負担の４名の臨時教職員

は、４人で約１,５００万円、教育相談員は４００万円、支援員は、交付金算入とはい

え、１,７２０万円と、たくさんのお金を支出しているのですが、子供の教育というのは

何よりも優先ですから、これは当然やるべきだと思っています。

そして、私が調べたところ、ここに小又町長の８年前の町長選挙に立候補したときの選

挙公約があります。ここにあるのですが、これを読んでみると、小又町長は、七戸らしい

教育、文化の充実を掲げ、地産地消と食育教育、そして、ふるさと教育の重要性を述べ、

教育に対する並々ならぬ決意を公約しています。これが子供医療費無料化の実現、学校給

食費の無料化の実現、さらに町雇用臨時教職員の数に表れているような気がいたします。

そこで、また先ほどの特別支援員の問題に移りますが、町で雇っている１５人の特別支

援教育支援員の財源は、国の交付金算入になっているので、これは大いに活用したほうが

よいと思いますが、ところで、この特別支援教育支援員というのは、一般の学級の子供の

学習支援の教育活動に従事できますか。
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○議長（田嶋輝雄君） 教育長。

○教育長（神 龍子君） お答えします。

七戸町特別支援教育支援員設置要綱に、通常学級及び特別支援学級での個別の支援を必

要とする児童生徒への学習指導への補助や生活指導の支援及び介助と規定されておりま

す。

○議長（田嶋輝雄君） ７番議員。

○７番（佐々木寿夫君） この支援員は、学習支援の教育活動に参加できるのであれば、

その活用はもっと積極的に考えたほうがよいと思います。もちろん教員免許が必要とされ

ているわけですが、各学校の様子を聞いてみると、一人一人の子供に対応するため、さま

ざまな取り組みをしていることがわかります。

不登校の子供、そして、別室登校の子供の学習指導、教科によっては普通学級で授業を

受けるが、また、別な教科では普通学級では授業を受けないなど、一人一人の子供の時間

割がかなり違うのです。それから、いわゆる学習につまずいている子供や注意欠陥多動と

言われる子供、あるいは情緒が不安定な子供、さらに、知的なつまずきが多い子供など、

たくさんの子供がいるわけです。中には、学力テストの点数競争の中で傷ついている子供

がいるかもしれませんし、家庭のさまざまな問題で愛を感じることができない子供もいる

かもしれません。このような現代的な問題を抱えているかもしれない、たくさんの子供に

学力をつける、人間的な信頼感を育て、自己肯定感を育てるためには、どうしても個別の

指導の充実が欠かせません。幾ら強調しても、し過ぎることはありません。

そこで、さらに伺います。（１）の④で、町では、県費負担教員と同じ待遇で、同じ職

務の内容で、４人の臨時講師を配置していますが、どのように活用していますか。

○議長（田嶋輝雄君） 教育長。

○教育長（神 龍子君） お答えします。

町費負担の臨時教員は、七戸小学校、天間西小学校、七戸中学校、天間舘中学校に、そ

れぞれ１名ずつ配置しております。

町費負担臨時教員を配置することにより、本来の基準では、１学級のところを２学級に

することができます。

七戸小学校３年生は３４人で、基準は１学級ですが２学級に、天間西小学校の６年生は

３９人を２学級に、七戸中学校３年生は６９人を３学級に、天間舘中学校３年生は３７人

を２学級に編制しております。

なお、先ほどの支援員の件ですけれども、補足しておきます。支援員に関しては、教員

免許は必要ありません。高卒以上ということで、試験を行って雇用しています。

以上です。

○議長（田嶋輝雄君） ７番議員。

○７番（佐々木寿夫君） 今、七戸小学校、天間西小、天間舘中学校、七中と、それぞれ

臨時の教員を配置し、そのために学級の数がふえているわけです。教育長は一昨年の議会



- 9 -

で、各学校の教育課題に応じ、校長裁量のもとで活用できるよう配置されていると述べて

います。学校教育は、教師と子供の理解と信頼が基礎にならなければならないからです。

そのためには、教師と子供の人間的な触れ合い、子供を理解するための専門性に根差し

た、教育の自由が保障されなければなりません。

ところで、今、伺うと天間舘中学校も七戸中学校も、中３のクラスがクラス増になって

います。考えてみると、中３は、各種学校行事や部活動が中心になって活動し、しかしそ

の一方、進路を選択するための特別な努力が生徒にも教員にも求められます。そして、学

校行事や部活動というのは、生徒の成長に欠かせない、みんなで学び、活動し、そして泣

いたり笑ったり、さまざまな活動を体験することです。しかし、中３の教師の負担も大変

ですし、子供の負担も大変です。だから、少人数に編制しているということは、大変な事

由だというふうに考えています。

また、今、七戸小学校の３学年とか天間西小の６年生も配置されているということです

から、非常に手厚くされているということがわかります。

そこで、伺います。町で現在雇用している、このような臨時教員は、どういうふうな成

果があるというふうにお考えですか。

○議長（田嶋輝雄君） 教育長。

○教育長（神 龍子君） 学校としては、青森県の「あおもりっ子育みプラン２１」の少

人数学級編制による県費負担の臨時講師や非常勤講師の配置のほかに、町費負担臨時教員

が配置されることで、まず、教員の負担軽減につながっているということと、学力の向上

や児童生徒の安定した学校生活にも、つながっていると評価されているように思います。

また、保護者においては、教員数がふえることにより、きめ細やかな指導、教育が受け

られているなど、町費負担臨時教員の配置制度は、非常に好評であると受けとめておりま

す。

○議長（田嶋輝雄君） ７番議員。

○７番（佐々木寿夫君） 教員の負担軽減、そして、きめ細やかな指導を行うことができ

る。私は、この１０月には七戸中学校の国際交流、１１月には天間舘中学校、榎林中学校

の閉校式を見て、中学生のあの立派な態度、社会的自我を、専門的に言えば、確立し、公

的な自分をしっかりと示し、その上、すばらしい合唱や演技を見て本当に感動いたしまし

た。そして、その基礎にある信頼と要求、子供理解と人間的な触れ合い、町講師による成

果は、はかり知れないというふうに思っています。

そこで、学校や保護者の声は、町で雇っている臨時教職員について、どういう声が寄せ

られていますか。

では、続けていきます。

私は、各学校の先生方から話を聞いてみると、町雇用教員は欠かせない。どうしてもお

願いしたい。そういう声が聞こえます。教職員は多忙だ。何でも学校でやらなければなら

ないような気がすると。そして、土曜日、日曜日も学校に出る、そういうふうなときもあ
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る。保護者からは、小学校に入学した子供は覚えることが多い。家に帰ればぐったりして

いる。クラスの人数が少なくて助かっている。何としても保護者の声や先生方の声から、

やっぱり町費負担の教員というのは続けていかなければならないという感じを持っていま

すが。

そこで、（３）の問題に移りますが、この教員の採用について、他の市町村の動きはど

うですか。

○議長（田嶋輝雄君） 教育長。

○教育長（神 龍子君） 十和田市、三沢市、東北町、六戸町、野辺地町、横浜町、六ヶ

所村、七戸町における臨時教員並びに臨時職員の状況についてお答えします。

臨時教員は、横浜町２人、七戸町４人で、六ヶ所村８人ですけれども、この中で何人か

は臨時ではなくて、六ヶ所の場合は教諭にも採用されています。いわゆる村の正職員、正

規の教員ということで、六ヶ所の場合は採用されています。

スクールソーシャルワーカーは、三沢市１人、七戸町１人です。

学校相談員は、十和田市９人、三沢市４人、東北町２人、六戸町１人、六ヶ所村３人、

七戸町４人です。

特別支援教育支援員は、十和田市２７人、三沢市３９人、東北町２０人、六戸町１１

人、野辺地町８人、横浜町５人、六ヶ所村９人、七戸町が１５人となっております。

○議長（田嶋輝雄君） ７番議員。

○７番（佐々木寿夫君） 今、国全体で学級編制基準なども非常に緩和されてきているの

で、それぞれの市町村によって学級編制が変わってきているわけです。

それで、町で雇っている講師の数も広がっています。今、先ほど聞きますと、前は六ヶ

所村だけだったのですが、七戸町とか横浜町も町で臨時教員を雇うようになっている。そ

のほか県内でも弘前、青森など、町で教員を雇って、そして学級数をふやしているという

ふうなことがわかります。

そこで、最後の問題、（４）に入りますが、町雇用の臨時教職員について、今後の方向

について教育長の考えを伺います。

○議長（田嶋輝雄君） 教育長。

○教育長（神 龍子君） お答えします。

町費負担臨時教員の配置による少人数学級編制、スクールソーシャルワーカーによる、

問題を抱えた児童生徒及びその家庭に対するフォロー、学校生活相談員の児童生徒からの

相談やそれに対するアドバイス、特別支援教育支援員による個別の支援を必要とする児童

生徒への支援と、学校はもちろんのこと、児童生徒や保護者にとっても有益な取り組みで

あると思っています。

したがって、今後も、このような取り組みを継続していきたいと考えております。

○議長（田嶋輝雄君） ７番議員。

○７番（佐々木寿夫君） 今後も継続したいということですから、これは私は、ぜひ進め
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る必要があると思っています。

今、天間林中学校は、すばらしい建物ができました。この前見学してきましたが。しか

し、どんなに建物が立派でも子供と教師の信頼関係、そして、１人ずつの子供をしっかり

と指導していく、そういう体制がなければならないというふうに考えています。

そこで、質問書には書いていないのですが、私は町長の考えも伺いたいと思いますが、

議長、どうですか。

○議長（田嶋輝雄君） 通告にありませんが、関連ということで、議長権限により許可し

ます。

○７番（佐々木寿夫君） そこで、町長は臨時教職員の今後の方向について、どのように

考えているか伺います。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） お答えいたします。

私は、かねてから、七戸らしい教育、七戸ならではの教育ということで、いろいろな施

策を打ち出してまいりました。今の町費負担の臨時教職員の採用の関係でありますけれど

も、いわゆる七戸ならではのというのは、大分、県内広がってきましたけれども、やっぱ

り理想的な教育であるという観点から、やはりこれは、今後も継続していきたいと。確か

に、町費負担ですから、独自の財政的な負担というのもありますけれども、子供の教育と

いうのは最優先ということで、これは継続していきたいというふうに思っております。

○議長（田嶋輝雄君） ７番議員。

○７番（佐々木寿夫君） 子供の教育が最優先ということから、これは続けていきたいと

いう町長の言葉で、私はここの質問は終わらせていただきます。

次に、２番目の問題に入ります。

高齢者や障害者の利用しやすい町の公共施設整備についてです。

高齢化社会の進行の中でバリアフリー法の重要性が、お年寄りや障害を抱えた方々、妊

産婦や幼い子を連れた人などの転倒防止策など整備範囲が広がっています。

私は、前に公共トイレの洋式化、そして、多機能トイレの設置を取り上げました。この

バリアフリー法が実施され、バリアフリー法の施行令の１１条、１２条、１３条では、廊

下や階段、傾斜について、さまざまな規定があるのですが、これについて、町の公共施設

は配慮されていますか。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） 町の本庁舎、それから七戸庁舎を含むほとんどの公共的施設、こ

れは平成１８年以前に建設されたものでありまして、高齢者、それから障害者等の移動等

の円滑化に関する法律、いわゆるバリアフリー新法に定められている基準項目に全て適合

しているわけではありません。

新法施行後の施設には、バリアフリー化基準への適合が義務づけられ、既存の施設等に

ついては、基準に適合するよう努力義務が課せられておりまして、それに沿って、できる



- 12 -

だけの対応をしていくということで今、進めております。

○議長（田嶋輝雄君） ７番議員。

○７番（佐々木寿夫君） 平成１８年以上前に建てられて、バリアフリー新法に適合して

いない建物などがあるのですが、それは適宜、努力義務として直していくということはわ

かるのですが、例えば南公民館とか柏葉館などの階段や傾斜路は、どうなっているかとい

うことをお伺いいたします。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） 南公民館、それから柏葉館については、スロープは設置されてお

りますけれども、手すりは残念ながら設置されておりません。南公民館において、この施

設を利用するほとんどの方は、スロープを利用しているようです。一方、柏葉館について

は階段の利用者が多いということで、冬場は職員が除雪等を行って、利用者の安全確保に

努めておりますが、手すりを設置するということによって、さらに利便性、安全性が確保

されると思っていますので、これは今後検討するということにしております。

○議長（田嶋輝雄君） ７番議員。

○７番（佐々木寿夫君） バリアフリー法というのは、旅客施設や車両、道路、路外駐車

場、あるいは公園や建築物など非常に広い範囲になっているのです。駅を中心とした地域

や、高齢者、障害者などが利用する地区においても、住民参加による重点的なバリアフ

リー化が進められる措置が求められています。

そしてまた、バリアフリー化の促進については、住民の理解、町民の理解、協力も求め

られていますが、高齢者や障害者等が利用しやすい公共施設というのは、今、言ったよう

にバリアフリー法というのは、かなり広い範囲にわたっているわけですが、この辺につい

て町では、どういうふうに考えていますか。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） 町としては、高齢者、それから障害者、あるいは、けがや病気で

身体が不自由な方、それから妊婦、小さい子供連れの方、そういった方々が安心して施設

を利用できるように、安全性、それから利便性の向上を図るために、できるだけバリアフ

リー化への基準へ適合するよう改修を進めております。

それから、トイレの洋式化、多目的トイレの設置を初め、手すりやスロープの設置、そ

れから本庁舎、七戸庁舎にはベビーカーを設置するなどの対策をしてきましたが、今後と

も利用者の声を聞きながら、バリアフリー化の推進は、していきたいと思っております。

○議長（田嶋輝雄君） ７番議員。

○７番（佐々木寿夫君） 次に、３番目の冬季高齢者居住施設について伺います。

これまで冬季の雪対策は、主に除排雪、空き家の雪などが問題にされて取り組まれてき

ましたが、高齢者が住みなれた土地に住み続けるに当たり、冬の生活や雪処理に対する不

安を解消し、安心・安全な暮らしを確保するためにも、例えば、冬の期間のみ、公的な施

設に移住したりする取り組みが必要ではないか。高齢者がふえてきている中、高齢者の生
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活を支える民生委員やボランティア等の負担や労力も無視できなくなってきています。

そこで、伺いますが、冬期間の高齢者の居住施設の必要性については、どのように考え

ていますか。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） これも実は、かねて、高齢者の安心生活ゾーンということで、考

え方を打ち出して、いろいろ検討を今まで進めてきた経緯がありますが、御質問の、いわ

ゆる冬期間のみ、高齢者が自宅を離れて施設へ移り住む生活ということで、積雪による困

難を解消という試みは、積雪地帯では、幾つかそういう試みが行われているようでありま

す。

そして、国のモデル事業、それから市町村独自の事業などの先行事例を調査してみます

と、当町においても平成２６年度に、七戸町の人口減少、それから高齢化に対応した、ま

ちづくりアンケートを実施し、約１,６００件の回答を得ました。その結果、高齢者向け

住宅に住みたいが３.２％、冬期間のみ住みたいが４.９％となっております。逆に、住み

たいと思わないという回答が約６割を超え、その理由として、現在の住まいに愛着があ

る。あるいは経済的な負担。それから、離れた後の家や土地が心配だという理由を挙げて

おります。

また、平成２７年度から平成２９年度までの計画期間である、介護保険の第６期の計画

において、生活圏域ニーズ調査を行いまして、高齢者施策全般についての意見を聴取した

結果、高齢者向け住宅の充実の回答が約９.３％でありました。ニーズはないと言えない

ものの、冬期間のみということからいうと、単独の事業としては、やはり期間的に限定さ

れて、やはり疑問があります。予算面での継続性、こういったことが問われるということ

もありますし、移転した集落の、いわゆるそっちが、今度は人が住まない、家族が住むと

いう一つのジレンマ、こういったものもあります。

また、残している自宅の管理、それから費用負担の増加等々あります。国のモデル事業

や補助事業、それから市町村独自の取り組み上、さまざまな課題というのが想定されま

す。

以上のことから、冬の間のみ、冬季のみ高齢者居住施設については、現時点で、その実

現は難しいものと考えております。

○議長（田嶋輝雄君） ７番議員。

○７番（佐々木寿夫君） 現時点では難しいというふうな答弁だったのですが、例えば、

隣の岩手県の一戸町などはやっているのです。これから高齢化社会が進んできて、高齢者

がふえてきたら、現時点とまた違う要望が発生すると思うのですが、今後、この辺につい

ての研究とか、そういう見通しは考えていますか。今後の見通しということで。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） 一つの課題は、冬期間の一定の期間、その後、残りをどうするの

かということもあるのです。その辺は、一戸の実態も調査してみたいと思います。
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そして、これからなのですけれども、町の保健センターに地域包括支援センターという

のがあります。これは、高齢者の皆さんが住みなれた地域で生活をしていけるように、福

祉・介護・保健・医療の向上のための総合相談機関ということになっております。そし

て、さまざまな問題を抱える高齢者の皆さんに情報を提供したり、あるいはまた、適切な

機関につなげていくと。そして高齢者の皆さんの、いわゆる、お世話をする係ということ

になっております。

ですから、介護サービスの必要な方なのか、あるいはまた、除雪で困っているのか、買

い物が大変なのか、病院通いが大変なのか、そういった希望を聞いて、そちらのほうを充

実して、まず対応をしていかなければならない。そういう希望があることによって、そち

らの機関、あるいはまた、関係団体につなげて、そういう対応をしていくということで、

サービスの充実をしていきたいというふうに思います。

○議長（田嶋輝雄君） ７番議員。

○７番（佐々木寿夫君） 高齢化社会が進む中で、先ほど町長が高齢者の安心生活ゾーン

という、これは町長の公約の中にもあるのですが、高齢者安心生活ゾーンというのを考え

ていかなければならないと思っています。

七戸の中心商店街などの問題と、そして空き家対策など、さまざまな問題があるのです

が、高齢者安心生活ゾーンの中で考えていく必要があると思っています。これは答弁要り

ません。

以上で、７番佐々木寿夫の一般質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（田嶋輝雄君） これをもって、７番議員、佐々木寿夫君の質問を終わります。

ここで、暫時休憩します。１０時５５分まで休憩します。

休憩 午前１０時４５分

再開 午前１０時５５分

○議長（田嶋輝雄君） 休憩を取り消し、会議を開きます。

次に、通告第２号、１番議員、二ツ森英樹君は、一問一答方式による一般質問です。

二ツ森英樹君の発言を許します。

○１番（二ツ森英樹君） 皆さん、おはようございます。

きょうは、年末の大変御多忙の中、町民の方々に、たくさんおいでいただき、御苦労さ

まです。

お許しをいただきまして、３点について一般質問を行います。

まず初めに、今、世界遺産登録に向けて進んでいる縄文遺跡二ツ森貝塚についてと、２

点目は、近年の少子化に伴っての小学校の統合について、そして３点目は、婚活イベント

について質問したいと思います。

以上、檀上での質問を終わり、これより質問席にて行わせていただきます。

では、質問席より行いたいと思います。

まず初めに、史跡二ツ森貝塚についてお尋ねいたします。
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国指定史跡の二ツ森貝塚は、皆さんも御存じのことと思いますが、今から約５５００年

前から約４０００年までの１５００年間という長きにわたり栄えた集落遺跡であり、その

範囲は東京ドーム約８倍もの広さになります。

ちなみに、同じ時代の世界の遺跡で有名なものといえば、イギリスのストーンヘンジや

エジプトのクフ王のピラミッドなどがあります。縄文遺跡でいうと青森の三内丸山遺跡と

同じ時代に当たります。

二ツ森貝塚は日本でも有数の大規模な集落遺跡であり、さらに貝塚を伴っているという

ことが重要視されています。平成３年３月に県の史跡に指定され、平成１０年１月、国の

史跡に指定されました。これまでの発掘では、たくさんの貴重な出土品が見つかり、平成

２７年には追加指定をし、５５００年前から届いたタイムカプセルを後世に伝えていこう

としています。

では、今、世界遺産登録に向けて、地域住民、町民、行政と一体となって一歩ずつ進ん

でいるわけですが、現時点での二ツ森貝塚の世界遺産に向けての進行状況は、どのように

なっていますか、お聞きします。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） お答えいたします。

平成２５年度以降の進捗状況でありますけれども、まず、文化庁及び青森県教育委員会

から指摘されておりました「二ツ森貝塚保存活用計画書」が完成いたしました。

また、平成２６年度から二ツ森貝塚の未指定地の追加指定に当たり、貝塚地区の方々の

御理解と御協力のもと、平成２７年度に西地区及び北地区の重要な部分について、文化庁

と協議の上、追加指定を行い、昨年度より国庫補助事業を活用し、順次買い上げを行って

いるところです。

現地では、東地区にプレハブ２棟を設置し、出土している土器や骨角器などの遺物写

真、また、竪穴住居やお墓、それから道路といった遺構などの写真パネルを掲示し、訪れ

た見学者の方々に二ツ森貝塚をよく理解していただけるよう活用しております。

さらに、登録に向けた気運を高めるために、町民有志の方々により、二ツ森貝塚世界遺

産を目指す会が設立され、二ツ森貝塚縄文まつりの活動の支援も行っております。

また、七戸十和田駅舎構内に二ツ森貝塚の掲示板を設置して、リーフレットの配布、そ

して駅から二ツ森貝塚までの道路案内板を１４カ所設置いたしました。迷わずに二ツ森貝

塚に行けるよう整備をしております。

これらのほか、地域の方々が二ツ森貝塚のすばらしさを広めたいということで、二ツ森

貝塚ボランティアガイドの養成のための、行政として側面からの協力をさせていただくな

ど、世界遺産登録に向けて、いろいろ取り組んでいるところであります。

○議長（田嶋輝雄君） １番議員。

○１番（二ツ森英樹君） プレハブを設置したことですが、写真パネルやパンフレット、

さらに見学ノートを置くことにより、どこから来場していただいたとか、貴重な意見や要
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望を聞くことができ、とてもよかったと思います。この貴重な意見や要望を参考にして、

これからの世界遺産登録に向けて進んでいってもらいたいと思います。

来年には、世界遺産推薦が濃厚になっていますが、推薦に対して幾つもの乗り越えてい

かなければならない課題や問題点があると思うのですが、現時点でクリアしていない課題

や問題点は何ですか。そして、そのことに対しての対策はなされていますか、お聞きしま

す。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） 青森県の世界文化遺産登録推進室、それから、青森県文化財保護

課から指摘されていることの一つに、史跡二ツ森貝塚整備基本計画の策定が求められてい

ると。実は、いろいろ御意見をいただいて、我々もさまざま整備しようということで検討

したら、その前に、この基本計画を策定しないとだめだと。これをもとにして整備を進め

ようということであります。この基本計画は、史跡二ツ森貝塚の全体をどのように整備

し、どのように活用するかを示す大変重要な計画ということであります。

そこで、今後は、二ツ森貝塚の整備基本計画の策定のための策定委員会を立ち上げ、史

跡二ツ森貝塚整備計画報告書を策定する計画、これを今、進めているところであります。

○議長（田嶋輝雄君） １番議員。

○１番（二ツ森英樹君） 今お話にありました史跡二ツ森貝塚整備基本計画ですが、つく

り上げるのにもかなりの時間がかかると思うのですが、策定委員会を立ち上げ、その計画

書ができ上がるまではどのぐらいの期間がかかるのですか、登録までは間に合うのです

か、お聞きします。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） お答えいたします。

この二ツ森貝塚整備基本計画の策定は、それぞれの分野の専門家、あるいはまた、地元

の代表者、さらには文化庁の記念物課や青森県教育委員会などの指導や意見を取り入れな

がら策定をされていくもので、大体は２年ほどかかるということですが、そんなにゆっく

りしてられないと。

二ツ森貝塚の利用者が増加しております。それから、いわゆる世界遺産登録に向けての

推薦も今、来年というお話ありましたが、来年になるのか再来年なるのか、そういったこ

とも絡んでおりまして、いわゆる組織体制を早く整えて、できれば１年で基本計画策定報

告書をまとめたいと考えております。

○議長（田嶋輝雄君） １番議員。

○１番（二ツ森英樹君） わかりました。

とにかく今までの皆さんの努力を無駄にしないよう頑張ってほしいと思います。

次、世界遺産登録を目指してから、日本各地や外国人の方など、たくさんの人が見学に

来ていますが、いつ来訪するかわからない見学者に対し、ボランティアガイドだけでは対

応できていないことを感じます。わざわざ遠いところからお越しくださる見学者をがっか
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りさせないよう、今までみたいに地元のボランティアに任せ切りではなく、もっと行政が

かかわり、もっと本気で町として世界遺産登録に向かっていかなければならないと思いま

す。

そこで、日本各地から来られる方や団体で見学される方の対応で、ガイドがいなくて

も、もっと二ツ森貝塚を知ることのできる広いガイダンス施設と、団体客に対するトイレ

の施設、それに大型バスが駐車できる駐車場が必要だと思いますが、町としては、どのよ

うにお考えですか。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） 地元の皆さんには、トイレの管理、あるいはまた、周辺の草刈り

をしてもらったりと。あるいはまた、竪穴住居を燻蒸してもらったりと、さまざまな御協

力をいただいております。改めて、これは感謝申し上げたいと思います。

そして、ボランティアガイドと行政との、かかわりでありますけれども、青森市の三内

丸山遺跡、それから八戸市の是川遺跡のような、民間のボランティアガイドによる組織体

制の整備、これは町としても理想としているところであります。

そこで、二ツ森貝塚整備の基本計画に、見学者に対する官民協働によるボランティア活

動のあり方を示して、ボランティアガイドの育成、これは努めていかなければならないと

思います。

それから、もっと広いガイダンス施設、あるいは駐車場、トイレという御質問でありま

すけれども、見学者に対しての資料館、それから大型バスの駐車場、こういったものにつ

いては、今後、絶対必要になると考えております。しかし、史跡の指定地内においての資

料館や駐車場をつくるとなると、文化庁に現状変更しなければなりません。前に申し上げ

た整備計画に、きちっと盛り込んでいないとだめということであります。

そして、文化庁からは、いわゆる遺跡を保護するという観点から、この現状変更の申請

書が受理されないとやるわけにはいかないということで、今の時点では、もちろん受理さ

れない可能性が非常に高い。恐らく受理されないでしょう。このことは、七戸城跡でも同

じことがありました。道路を広げたい。ただし、史跡の保護地域ということで、１センチ

たりとも広げてはならないということがありました。そういうことがありますので、これ

から十分、今後の事の進め方によって、順次検討して解決していかなければならないと

思っています。

あわせてもう一つが、現在、住民の中には、今、整備されている竪穴住戸が二つある、

東側地区だけを重点的に考えておりますけれども、もっともっと広い西側地区、それから

北側地区、こういった地区もあります。追加指定で認められて。ですから、非常に規模が

大きいということでありますので、そういう大きいエリアを考えた駐車場なり、バスの待

機場なり、こういったものは、これからの基本計画の中に盛り込んでいかなければならな

いと思っております。

ということで、今後、いわゆる世界遺産登録に向けた見学者の利便性、それから史跡全
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体の規模とか位置、そういったものを総合的に考えたガイダンス施設、あるいはまた、駐

車場、こういったものを整備していきたいと思います。

○議長（田嶋輝雄君） １番議員。

○１番（二ツ森英樹君） 今の答弁では、今の時点では、ちょっと難しいということです

が、早急に、この課題に対しての解決策が出ることを期待しています。

では、次の質問に移りたいと思います。

この春から天間舘中学校と榎林中学校が統合し、天間林中学校という新たな中学校が始

まります。これも近年の少子化問題のしわ寄せだと思いますが、今この少子化問題は小学

校も例外ではありません。隣町の旧上北町の小学校も来春からは統合し、一つの小学校に

なります。七戸町も例外ではなく、七戸町立東小学校も児童の減少に歯どめがかかりませ

ん。かつては３００人を超える人数がいた学校も、今は７４人しかいません。これから毎

年１０人前後の人数しか入学する見込みがなく、そのうち５０人を切ることになるでしょ

う。

では、中学校が統合する今、小学校も統合しなければならない時期に来ていると思うの

ですが、その計画はあるのですか、お聞きします。

○議長（田嶋輝雄君） 教育長。

○教育長（神 龍子君） お答えします。

平成２４年８月に、七戸町学校規模適正化基本計画を策定しております。この計画に基

づき、学校規模適正化検討委員会を設置して、アンケート調査や住民説明会等を経て、天

間舘中学校、榎林中学校を統合し、平成２９年４月、天間林中学校が開校することとなり

ました。

御質問の東小学校の統合についてですが、この基本計画の中で、１次計画は、天間林地

区の中学校を対象とし、期間を平成２４年度から平成２８年度までの５カ年、それから、

２次計画は、町内全域の小学校を対象とし、具体的な期間については平成２９年度からと

し、第１次計画の進捗状況により決定しますと明記されております。

したがって、来年度から小学校の統合について検討していかなければならないと考えて

おります。

○議長（田嶋輝雄君） １番議員。

○１番（二ツ森英樹君） では、そのように計画のあれはわかりました。

子供たちも物心がつく中学校から統合だと、うまく解け込めない子も出てくると思うの

で、小さいうちに一緒になったほうがいいと思います。

では、最後の質問に移りたいと思います。

来年度から政府は、自治体の婚活イベントへの交付金を倍増する方針で、結婚を希望す

る２３歳から３９歳の男女の既婚率を２０年には８０％まで上げたいとしています。で

は、この政府の方針により、各自治体の婚活イベントが増加すると思われますが、七戸町

では、来年度、例年以上に行う計画はありますか、お聞きします。
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○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） お答えいたします。

少子化対策の一番の基本をなすものということで、何とか成婚に向けていきたいと思っ

ております。

まず、来年度の婚活イベントの考え方でありますけれども、この交付金を利用しており

ます。この交付金については、内閣府所管の地域少子化対策重点推進交付金というもの

で、結婚に対する取り組み、それから、妊娠、出産、乳幼児を中心とする子育ての事業に

対して２分の１を補助するというものであります。来年度は、国全体の予算が５兆円から

倍増の１１兆円と、これが見込まれている事業であります。当七戸町の婚活支援事業の取

り組みでは、青森県民局の未来を変える元気事業を活用しており、補助率は３分の２と

なっております。

来年度の婚活イベントの考え方ですが、基本的には、今年度実施の事業の継続を考えて

おります。今年度、三つの婚活支援事業を実施しております。

まず一つ目、昨年、一昨年も実施した婚活ツアー事業であります。１泊２日の日程で、

そば打ち体験、りんご収穫体験、バーベキューなどを実施して、カップリングを目指す事

業ということであります。

二つ目が、参加者が気軽に参加できるように、趣味等を通じた、いわゆる趣味コンによ

る出会いの場の創出を目指す事業。

そして三つ目が、結婚相談所ノッツェという組織があるのですが、全国的な組織だそう

です。当七戸町が婚活活動支援に関して協定を締結して事業を進めております。内容につ

いては、全国に４万人の会員のあるノッツェへ入会する際の入会金・初期費用として約８

万円を助成するものであります。結婚したい思いがあっても人前が苦手な方や、仕事が忙

しくて、結婚の婚活がなかなかできないという方もあることから、今年度より実施してい

る事業です。

これら三つの事業は、新しい取り組みでもありますので、基本的には来年度も継続して

実施する予定としております。

また、今後の取り組みの一つとして、隣接の市町村との広域的な、いわゆる婚活支援事

業を検討しております。これらも踏まえた上で、婚活支援事業は展開していきたいと思い

ます。

○議長（田嶋輝雄君） １番議員。

○１番（二ツ森英樹君） それでは、今までのイベントでの成果は、どのぐらいありまし

たか、お聞きします。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） 成果でありますけれども、平成２６年度から平成２８年度の３カ

年で４回事業を実施しております。参加者の詳細については、４回の事業の合計で、男性

参加者４５人、女性の参加者３６人、合計７１人の参加者があり、そのうちカップリング
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したのは１３組となっております。

以上です。

○議長（田嶋輝雄君） １番議員。

○１番（二ツ森英樹君） それでは、これからは、もっといろいろなアイデアを出して、

近隣市町村とも協力して、もっと結果を出してもらいたいと思います。

以上で、私の質問を終わりしたいと思います。ありがとうございました。

○議長（田嶋輝雄君） これをもって、１番議員、二ツ森英樹君の質問を終わります。

次に、通告第３号、４番議員、哘清悦君は一問一答方式による一般質問です。

哘清悦君の発言を許します。

○４番（哘 清悦君） 皆さん、おはようございます。

１１月２０日、柏葉館での藻谷浩介氏と山田桂一郎氏の講演は、とても勉強になりまし

た。改めて当町の最重要課題は、少子化による人口減少であると認識させられましたの

で、今回は少子化対策について質問します。

また、将来を見据えて進めている駅周辺の用地買収の進捗状況や体育施設等の計画状況

の確認とあわせて、発行期限が１５年間に延長された財政上の優遇措置が大きい、合併特

例債を期限内に有効に活用できる計画で進められているのかを確認いたします。

次は、質問者席から質問を続けます。

１点目の少子化対策について伺っていきます。

一つ目の質問として、当町の少子化対策について伺います。

藻谷氏は、国勢調査に基づく５歳ごとの人数の比較と、１５歳未満と１５歳から６５歳

未満の生産年齢人口と６５歳以上の高齢者の人口の５年間の増減の比較を、東京都、仙台

市、島根県海士町、福島県檜枝岐村と当町について紹介し、その状況を説明してくれまし

た。

当町は、単に人口が減少しているだけではなく、生まれる子供の人数が、この５年間、

毎年約８０人と少なく、３０年後はゼロになるというハイペースで、少子化が進んでいる

という危機的な状況にあることがわかりました。

また、東京都や仙台市は若者がふえて、人口がふえている印象を持っていましたが、実

際は６５歳以上の高齢者がふえていて、今度は、地方以上に医療・介護がパンク状態にな

ると予想されることがわかりました。「そんなところにあなた方は自分の子供を送り込む

のですか」との言葉は胸に突き刺さりました。

（１）の質問です。

藻谷浩介氏と山田桂一郎氏の話は、全町民が知っておくべき内容だと感じました。町民

の中でも、特に役場職員は町民よりも先に知っていなければならないし、知り得る環境に

あると思いますが、講演を聞きに来た職員が非常に少ないことが気になりました。役場職

員の参加者が少なかった理由と、藻谷氏と山田氏の話は、全町民が知っておくべき内容だ

と町長も考えているのか伺います。
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また、もしそうであるならば、今後どのような方法で周知していく考えなのか伺いま

す。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） お答えいたします。

ことし２月に、藻谷浩介氏と山田桂一郎氏、それからもう一方、山田拓さんという方、

この３人を招いて開催した観光フォーラムでは、３０名の町の役場の職員が参加しており

ます。今回は１３名でありました。哘議員おっしゃるとおり、少ないように感じておりま

す。肝心の私もちょうど東京七戸会の総会が東京でありまして、そちらのほうへ出席し

て、残念ながら聞くことはできませんでしたが、後で概要版をいただきました。中身につ

いては、ざっと読みました。

いわゆる少なかった理由に関しては、職員全ての思いというのは、これまでと同じであ

ろうと、一つであろうと思いますけれども、それぞれのいろいろな事情があったようであ

ります。内容について、町が抱えている人口減少等の課題の解決に大変参考になるもの

で、参加された皆さんからも、非常に参考になったという感想があったということであり

ます。

今後、町が開催する講演会等については、広報やホームページ等で周知しております

し、これからも周知してまいりたいと思いますが、職員については、いわゆる課長会議等

を通じて、できるだけよく知ってもらって、参加してもらえるような体制をとりたいと思

います。

○議長（田嶋輝雄君） ４番議員。

○４番（哘 清悦君） １１月２０日の講演会は先着２００名の募集で、１１日が締め切

りでした。その時点で参加者が少ないとわかれば、役場職員に参加要請することもできた

と思いますし、それができるように日程的に計画された講演会でしたけれども、それでも

いろいろな事情があったということなので、一応現状がどうだったのかということは、ま

ず把握できました。

そういうちょっと残念な状況ではありましたけれども、当日、午前中は北海道で、午後

は東京で、翌日は宮崎で講演の予定が入っているほど多忙な藻谷氏と、月に一度しか当町

に来られない山田氏の日程を調整して、講演会を実現した商工観光課の職員にはとても感

謝しています。

私と同じように非常によい刺激を受けて、早速、「観光立国の正体」と「里山資本主

義」の本を購入し、その感想まで私に話してくれた町民までいます。私も２人の講演を聞

いて、町長と副町長が少子化をどのような手法で食いとめようとしているのか十分理解で

きました。今後も当町の発展に役立つ考えを持っている人を見つけて、連れ来てほしいと

思っています。

教育長にも伺います。

地域経済の再生というテーマの講演は、まさにそのために働いている我々議員や役場職
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員のための内容ではありましたが、自分の将来を決める中高生、その保護者と教職員に

も、非常に参考になる情報ばかりだったと感じました。

グローバリズム化は貧富の格差を拡大し、力のない国は、その国の産業が衰退し、移民

や海外の低賃金の労働者に、自国の労働者の雇用を奪われる結果となりました。イギリス

のＥＵ離脱とＴＰＰ離脱宣言をしたトランプ氏がアメリカ大統領に当選したことは、反グ

ローバリズムの動きが大きくなっていることを示しています。

日本国内では、東京都、仙台市、豊田市も、今後は激増する６５歳以上の医療・介護で

パンクしかねない状況が予想されるのに対して、交通が不便な小さな村でも人口を維持で

きているのは、住民が連携し、地域内でお金を回しているからだということを考えると、

少子化が深刻な当町はローカリズムも学ぶべきだと思いました。このことについての教育

長の考えを伺います。

○議長（田嶋輝雄君） 教育長。

○教育長（神 龍子君） 確かに哘議員がおっしゃるように、各地方の独自性や特徴を重

視する考え方も大変大切かと思います。

ただ、そうとはいえ、大変グローバルな視点からの質問ですので、私からは、現代社会

の変化を子供に理解させるための学校教育のあり方という視点でお答えします。

義務教育においては、社会科を初め、他の教科・領域等との関連を図りながら指導して

います。

例えば、中学校の公民における少子高齢化では、将来、労働力人口が減少することが予

測されることや、家族、地域社会が変容し、介護などの福祉の充実が必要となってきてい

ることを理解させるために、地理的分野や歴史的分野などとの関連を図ったり、写真や統

計資料を用いるなど、社会生活がどのように変化したかをまとめたりするなどして、現代

日本の特色が理解できることに配慮した指導がなされています。

したがって、広い視野に立ち、諸資料に基づいて多面的・多角的に考察できる子供の育

成、指導者の幅広い見識が必要であると考えております。

○議長（田嶋輝雄君） ４番議員。

○４番（哘 清悦君） 天間林中学校教育目標原案の教育目標、知・徳・体の知の解説

が、グローバル化が一層加速する２１世紀となっていますが、反グローバル化か一層減速

かの表現に直す必要があると思います。

そして、教職員が社会の変化を的確に捉え、児童生徒に指導できるようにならなければ

なりません。教育長の答弁のとおりだと思います。

藻谷氏の講演会での話は、既に中学校の授業で教えているという話を先日、教育長から

聞いて新たな疑問を抱きました。副町長と教育長は、町長の考えを理解し、町長のまちづ

くりを補佐する立場にあると私は思っています。

七戸里山観光特別講演会２０１６の企画段階で、職員はともかく、町長、副町長、教育

長は、その講演会を開催する目的と講師の経歴や講演内容を事前に理解し、それが当町に
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与える影響や期待される効果についても共有しているものと思っています。教育長は町長

と一緒に台湾を視察に行っていますので、町長の考えを共有する機会は十分にあったと思

います。

そこで、１点目に、藻谷氏の講演会での話は、既に中学校の授業で教えているという事

実を、町長は企画段階で教育長から聞いていたのか伺います。

それと、江崎氏は講演で、子供たちが活動を始めると地域によい影響が出ると話してい

ました。それは、広報しちのへ１２月号でも紹介されています。当町においても、今まで

以上に学校との連携が必要になります。今後のまちづくりや少子化対策に関して、当町の

教育分野において、教育長は、今後どのような取り組みをしていきたいと考えているの

か、町長が把握している部分だけで構いませんので、その２点を２点目に伺います。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） 全く通告にないものでありますけれども、やはり三者一体となっ

て進めておりまして、個別の事案はともかくとして、総体的な町の基本的な教育の方向

性、これは３人が大体方向を同じく、いわゆる情報を共有して、そして進めているつもり

であります。

○議長（田嶋輝雄君） ４番議員。

○４番（哘 清悦君） 私も息子から昨年の社会科の教科書を借りて確認しました。日本

全体の人口の構成の変化は図で書いてありました。ところが東京都とか仙台市、それか

ら、２０１１年から５年後、２０１５年のデータについては、高３と高１の私の息子は、

そこまでは授業で聞いていないということで、同級生にも確認させましたけれども、聞い

ても覚えていなかったのか、藻谷氏の話の内容は、私が確認した点では、子供は覚えてい

ないと。

２回の講演会を聞いた私と、２回とも聞いていない教育長と、もう既に議論がかみ合わ

ない状況になっています。その点で、町長、副町長とも議論がかみ合っていないのではな

いかと、多少そこを心配しています。

先ほど３人一体で、細かいところはともかくとして、大きい方向性では進んでいるとい

うことですので、いずれにしても、藻谷氏、山田氏の講演を聞いて、それで動き出すとい

う点では、青森県の４０市町村の中でも先を進んでいることだと思いますので、まず、３

人、それから課長、そして職員、我々議員もですけれども、あそこまで明確に進むべき方

向を示していただいたので、考えを一致させて進められるように共有を図っていただきた

いと思います。

（２）の質問です。

子供が多く生まれるようにするには、婚姻率を高め、初婚年齢を下げる必要がありま

す。日本全体の婚姻率は、１９４７年が１.２％で、２０１５年は０.５１％となっていま

す。平均初婚年齢は、１９５０年は男性が２６歳で、女性が２３歳でしたが、２０１４年

は男性が３１歳で、女性が２９歳となっています。恐らく当町も同じような傾向にあるか
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と思いますが、参考までに、当町の２０歳以上の独身男女の人数と、そのうちの４０歳未

満の男女の人数を伺います。

○議長（田嶋輝雄君） 町長

○町長（小又 勉君） お答えいたします。

平成２７年度国勢調査、国調からの数字となりますが、２０歳以上の独身の人数は５,

３５４人、そのうち男性が２,２４９人で、女性が３,１０５人となっております。また、

２０歳以上４０未満の独身者の数が１,３６２人、うち男性が８０９人、女性が５５３人

となっております。

○議長（田嶋輝雄君） ４番議員。

○４番（哘 清悦君） 子供が生まれるようにするには、独身男女が結婚するようにしな

ければなりませんが、先ほども二ツ森議員の質問にも答弁をいただいているので、その点

は省きたいと思います。

今年度行った三つの事業は、来年度も継続して行うということですけれども、女性との

コミュケーションをとるのが苦手な男性、女性もそうかもしれませんけれども、そういっ

たことが結婚の機会を逃していることがあると思います。

単に結婚相手を探すというよりも、もっと手前の段階で、異性と気楽に話せるような事

業も必要かと思います。ですから、話すことが苦手な人も、いろいろな活動なり行事を通

じて、まずは異性の友達をたくさんつくるような内容で事業を考えていくのが効果がある

かとは思っていますけれども、今年度の事業を通じて、ことしと全く同じように考えてい

るのか、ことしの事業を踏まえて、また何かしら工夫を加えている点もあるのかを伺いま

す。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） これも通告外ですので、思ったまま答えますけれども、いろいろ

な事業があって、ずっとやってきました。農業委員会もやってきました。例えば婚活ツ

アー、首都圏の若い女性と。いろいろな補助金があります。非常に安い旅費で、ここまで

来れるということで、ある程度、物見遊山的な、そういったのも実は感じられました。で

すから、なかなかこれは、うまくいかないなという思いも持ったこともあります。

ところが、二ツ森議員の答弁の中にもありました。いわゆる民間事業者ノッツェという

ところなのですけれども、いわゆる会員をかなり集めていまして、そこで、本当に結婚し

たいという女性だと思います。私も会った感じです。ですから、カップリングもかなり多

かったということであります。物見遊山的なものと、本当に結婚を希望している人たちが

来てのいろいろなイベントも、それなりに実のあるものになると思います。その辺は、こ

れからもいろいろ工夫を凝らしながら、女性に対してなかなか言い出せないような男性も

中にはいますので、そこら辺も考慮に入れながら、これからの婚活イベントを考えていか

なければならないというふうに思っています。

○議長（田嶋輝雄君） ４番議員。
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○４番（哘 清悦君） （３）の質問に移ります。

少子化対策には子育て支援も必要です。天間西小学校低学年の学童保育は、校地内に新

設した児童福祉施設を利用し、高学年は校舎の空き教室を利用していますが、高学年は、

来年度から天間林老人福祉センターの一部を利用する計画があり、保護者を集めての説明

会も行ったと聞いております。

平成２３年９月の一般質問で天間林老人福祉センターを児童館として併用することを提

案しておりましたが、あれから５年が経過し、ようやく私の考えが理解されてきたように

感じています。しかもその近くに、今度は天間林中学校ができます。中学校を意識し出す

小学校高学年が、中学校の部活動の様子を見ることもできます。テニスコート、温水プー

ル、ゲートボール場も近くにあり、以前提案したときよりも、さらに恵まれた環境になっ

たと思っています。

また、高齢者福祉の観点からも利点がふえます。時間帯の調整は必要ですが、自宅周辺

では、なかなか見かけなくなった子供を見る機会もふえます。高齢者と児童が軽スポーツ

で交流を深めることも可能になります。

しかし、天間西小学校から天間林老人福祉センターまで９００メートルの距離を児童が

歩くことになるので、吹雪のときの移動を心配する保護者が多いようです。吹雪の程度に

応じた対応を事前に決め、保護者の不安を払拭する必要があると思います。

２０１３年３月２日、オホーツク海側を中心に吹き荒れた暴風雪により８人が亡くなり

ました。岡田幹男さんは、湧別児童センターに、一人娘で９歳の夏音さんを車で迎えに行

き、午後４時ごろ吹雪で車が動かなくなり、歩いて知人の家に向かう途中、農業用倉庫の

前で動けなくなり、娘を抱きかかえながら、うつ伏せ倒れ凍死しました。

大雨や暴風雨などの警報が発表された場合の休校や下校措置の法令の根拠はなく、公立

の学校の場合、各教育委員会があらかじめ基準やマニュアルをつくっているとのことです

が、当町では、それらがどのようになっているのかと、下校時に警報が発表された場合、

天間西小学校から天間林老人福祉センターまで歩く児童に対して、どのように対応するか

伺います。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） 今、天間西小学校内で運営している西小学校学童保育クラブ、こ

れは来年度より、新年度より４年生以上を対象に、天間林老人福祉センター内での運営を

計画して、今、準備を進めているところであります。

基本的には、原則は、下校した後、バスで、歩かせないと。バスで送るということにい

たします。そして、御質問の警報が発令された場合、登下校、これは当然、町の教育委員

会から各校長に連絡をし、当然そういった場合は休校となります。また、登校後から下校

までに発令された場合、これは、児童生徒は学校で待機させて、直接保護者に引き渡す。

こういったマニュアルのもとに取り組んでおります。

それから、発令時の老人福祉センターまでの移動ということだと思いますけれども、休
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んでいるときは、これは当然保護者がそこへ連れていくということになりますが、いわゆ

る平日、これは小学校からスクールバスで送るという予定にしております。

気象警報などによって、小学校が休校、あるいはまた、下校時間が早まった場合、これ

は、学校同様に、危険と判断して学童保育クラブは閉所ということになります。

○議長（田嶋輝雄君） ４番議員。

○４番（哘 清悦君） 下校時はバスを出すということで安心しました。保護者も安心す

ると思います。

続いて、（４）の質問に移ります。

当町の子供が住みたいと思える町でなければ、観光客や移住者はふえないと思います。

当町在住の七戸高校の生徒を対象に行ったアンケート調査結果を見ると、約８割の生徒が

転出を考えていることがわかります。その中で、Ｕターンも考えている生徒の割合につい

てのデータはありませんが、２０代、３０代の転出者の約６割がＵターンの意向がないと

いう結果と同じだと仮定すると、町外に転出したら戻ってこない生徒が２人に１人と考え

ておく必要があると思います。

当町の子供が小中高と、当町で生活、通学し、高校３年生の時点でそのような意識に至

るとするならば、町として取り組むべきことは何であると考えているのか。通告の時点で

は、教育長からも答弁を求める予定でしたけれども、その部分も含めて、町長の考えを伺

います。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） この人口減少に向けた取り組み、これは町全体で共有をして、住

みたいと、あるいはまた、住み続けたいと思える町をつくっていく、そういったことが必

要であります。そのために七戸町総合戦略を策定いたしました。この総合戦略では、四つ

の基本目標を掲げておりますけれども、一つだけでなく、四つの目標を一体となって取り

組むことによって、いわゆる「住みたい・住み続けたい」と思える七戸町に近づいていく

ことになると思います。

Ｕターン意向者でも、問い合わせの窓口、それから住宅・子育て支援等の情報が把握し

づらいということから、政策分野では、情報を一元化するワンストップ窓口の設置、それ

から、住宅・アパート等を含めた、住宅環境やＵターンしやすい環境整備等も進めている

ところであります。

地方創生は人づくりとも言われておりますけれども、今後、人口減少の克服に向けた、

まちづくりを進めていくには、人材育成が必要であると考えておりますので、小中学、高

校生の方々、町の自然、歴史、文化、こういった地域の資源に多く触れる機会をつくっ

て、若い世代には、自由に将来とまちづくりを話し合えたり、自主的なイベント等ができ

るような環境づくりを進めていきたいと考えております。

○議長（田嶋輝雄君） ４番議員。

○４番（哘 清悦君） 当町の自然、歴史、文化に触れる機会をふやしていきたいという
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ことなので、七高生が秋祭りに物すごく協力しておりますけれども、なかなか小中学校と

なると部活動などの関係もあって、そうはいかないところもあるようですけれども、その

辺も四つの目標に合うように可能な限り調整していっていただきたいと思います。

次、（５）の質問に移ります。

藻谷氏の講演を聞いて、地場産品の消費額を１％ふやすことによる、雇用創出効果がい

かに大きいかということを痛感いたしました。そのことも町民が共有すべき重要な情報で

す。

そして、まず初めに着手すべきは、町民が町の地場産品を知ることですが、地消地産推

進事業の一環として、当町で生産、販売されている商品をホームページで一覧検索できる

ようにする事業を行う考えはないか伺います。また、ほかに町で考えていることがあれば

伺います。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） お答えいたします。

議員おっしゃるとおり、地場産品の消費額をふやすということは、地域経済の活性化に

おいては、非常に大事なことであると考えております。

町民が地元の商品を知ることにより、みずからが消費するだけでなく、外にも発信でき

ることにもつながるということで、ホームページを活用し、町の特産品の情報発信を行う

とともに、購買につながる仕組みづくり、これを関係機関と連携して行ってまいりたいと

思います。

また、ローズカントリーのバラ石けん、あるいはバラ等の商品を初め、観光施設等の魅

力も町民に知っていただく活動を展開し、広く町民が認知をし、まず町の人が認知をする

と。ひいては、町外の方々にもお伝えできるよう、これは工夫を凝らして進めてまいりた

いと思います。

○議長（田嶋輝雄君） ４番議員。

○４番（哘 清悦君） 今、スマホを持つ人がどんどんふえていて、高齢者でもスマホに

切りかえる人がふえています。新聞の折り込みに入るチラシも、今、大手のスーパーなど

はウェブチラシということで、スマホからチラシの中身を見られる時代になってきていま

す。

講演の中でも藻谷さんが、七戸町で「何かいいものはないか」と聞かれたときに、「何

もない」と答えるのは、今まで町で生活してきた人、また、産業を育ててきた人に対して

失礼な言い方だという話をしていました。恐らくこれができれば、誰か町民をつかまえて

「七戸の特産品は何ですか」と聞く観光客もいなくなり、聞かずとも、スマホを見るだけ

で、自分でそれを探して、どこで販売しているか、その店まで、地元の町民に聞かずに行

ける状態になると思います。そうすると、「何もない」と答える町民も、あらわれないと

いうことになると思いますので、これはぜひ、せっかく地消地産を強力に進めるしかない

というところがわかっていますので、ほかよりも、先を越されないように進めていただき
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たいと思っています。

次、２番目の合併特例債の活用についての質問に移ります。

１点目ですが、将来的に体育館等の公共施設を移転、新築する方針で、東北新幹線七戸

十和田駅近くの土地の取得に向けて作業を進めているようですが、進め方について一度整

理する必要があると思います。

１点目は、当町が今後、合併特例債を活用できる金額。２点目は、いつまでに計画が承

認されていれば合併特例債を活用できるのか。３点目は、体育施設の整備計画に当たっ

て、整備する施設の優先順位はどのような議論を経て決まったのか。４点目は、用地買収

の面積は、どのように見積もったのか。そして、その最小面積と最大面積は。５点目は、

用地買収完了の目標期限を決めているとすれば、いつまでか。６点目は、畜産組合との交

渉が行き詰まった場合も想定し、駅からの距離が多少遠くなるとしても、第２候補地、第

３候補地も検討しているのか。この６点について伺います。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） それでは、合併特例債の関係についてお答えいたします。

まず、第１点目の今後、合併特例債を活用できる金額は幾らなのかでありますけれど

も、いわゆる活用できる限度額は７５億５,０００万円で、平成１７年度から平成２７年

度までの借入額４２億３,９６０万円。そして、平成２８年度、いわゆる特例債を借り入

れする予定額９億２,０４０万円、これを合わせると５１億６,０００万円となります。し

たがって、今後活用できる特例債は２３億９,０００万円となります。

そして、２点目のいつまで計画が承認されれば、これを活用できるのかでありますが、

その合併特例債は、その性質上、町村合併との関連性が問われるということから、合併し

たことにより発生した事業、旧町村間の均衡ある発展に資する事業であるとともに、平成

１６年に作成し、平成２６年１２月に改定した新町建設計画による事業であれば活用でき

ます。

次に、３点目の体育施設の整備計画に当たって、整備する施設の優先順位、これはどの

ような議論を経て決まったのかでありますが、体育施設の整備計画及び修繕計画は、施設

の管理運営の担当課である、いわゆる生涯学習課において、施設の安全性や老朽度、それ

から施設利用者の要望等を踏まえた上で、５カ年の整備計画案を作成しております。これ

を副町長以下関係課長による、公共施設配置計画打ち合わせ、これをこれまで計５回開催

をし、決定しております。

次に、４点目、用地買収の面積、これをどのように見積もったのか。そして、その最小

面積、最大面積は、どうなのかということですが、七戸畜産農業協同組合の用地は約６.

２ヘクタールですが、この用地を取得する計画をつくるに当たって、設置する公共的施設

が附帯施設の面積の積み上げによって決定したものではなく、いわゆる七戸十和田駅、道

の駅しちのへに隣接した町の中心ともいえる場所であり、町民の利便性や発展性を考慮

し、新たなまちづくりの拠点整備を進めるために、最も適した用地であるというふうに判
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断したものであります。したがって、いわゆる積み上げたものではない。最小面積が幾

ら、最大が幾らという、そういった概念ではなくて、いわゆる可能な範囲で取得したいと

考えております。

次に、用地買収完了の目標期限を決めているとすれば、いつかということですが、明確

な期限というのは定めておりません。しかしながら、耐震強度不足と施設の老朽化による

新体育館の早期の建設、これは必須であります。これを考えれば、移転補償費等の調査が

完了次第、速やかに用地買収は進めていきたいと考えております。

最後に、畜産組合との交渉が行き詰まった場合も想定して、第２、第３の候補地を検討

しているのかということですが、公共施設の集積に向けた他の候補地、これは検討してお

りません。それは、現在、七戸畜産農業協同組合と町で、土地譲渡に関する基本協定を締

結し、互いに作業を進めている状況にあるということでありますので、御理解をいただき

たいと思います。

○議長（田嶋輝雄君） ４番議員。

○４番（哘 清悦君） 次の質問ですけれども、駅周辺への公共施設集積計画が当町の観

光振興にもつながることが望ましく、この計画について、町民の意見だけではなく、七戸

町観光地域指定アドバイザーの山田氏の意見も積極的に反映させることができれば、より

よい計画ができると思っています。そのような考えがあるか伺います。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） 駅周辺への公共施設の集積については、新年度、来年度早々、基

本構想及び基本計画の策定に着手したいと考えています。

この構想及び計画は、公共施設のほか、七戸十和田駅や道の駅しちのへ周辺も含めた、

将来のまちづくりを見据えるもので、具体的な策定手法は、今後、検討していきますが、

町民の声はもちろん、町の議会、あるいはまた関係機関、山田氏を含めた専門家といいま

すか、そういった方々の意見や要望・提案といったものを十分に参考にしながら、反映さ

せていかなければならないと思います。

○議長（田嶋輝雄君） ４番議員。

○４番（哘 清悦君） 最後の質問です。

南公民館７０周年記念式典でマリンバと歌の演奏会を行ってくれた新谷祥子さんが、

「スポーツ施設はたくさんできるけれど、一つでいいので、演奏会を開ける施設が七戸町

にもあったほうがいい」と話していました。ある町民からは、仙台市でもコンサート会場

に行くためには駅からバスで移動しなければならない。新幹線の駅から歩いていけるとこ

ろに、そのような施設ができれば、道の駅との相乗効果で、さらに人が訪れるようになる

と思うとの意見をいただきました。

また、２０２０年の東京オリンピックで、バレーボールの会場で、横浜アリーナという

のが候補地の一つとしてニュースでも出ていましたけれども、その横浜アリーナが、ス

ポーツで活用されたのが、昨年１年間のうち１日だけで、あとはほとんどイベントとして



- 30 -

使われているということでした。

そのようなことも含めて、演奏会やそば博覧会などのイベントも開催できる多機能型の

体育施設として計画を進めていく考えがあるのか伺います。

○議長（田嶋輝雄君） 町長。

○町長（小又 勉君） 新しい体育施設の建設については、現在、スポーツ推進審議会に

おいて、どういう機能を有し、どう活用していくのか、イベント等も活用できる多機能型

の施設とするのか、こういったものを含めて検討を進めております。

七戸十和田駅にすぐ隣接した西側ということで、地の利というのは、本当にどこよりも

あると思います。今ここで、まだ検討している段階で、はっきりは申し上げることはでき

ないのですけれども、確かに、例の南公民館の式典のときの新谷さんの言葉もありまし

た。音楽会ができるような施設を欲しいというお話がありましたけれども、私自身、そう

いったものを踏まえた、いわゆる多機能型の、そういったものをつくったらいいのではな

いかというふうに考えておりますし、それをつくることによっての、いわゆる駅周辺の、

非常に皆さんの見る目というのは違ってくる。将来、人口が減っていって、本当に縮む時

代の中でどこを中心にするのか、こういった方向からすると、早目にそういったものをつ

くって、そして、やはり中心をしっかりしないと、あの周辺はよくならないということに

もなると思います。できればそういう方向でいきたいなと。いろいろな検討会を踏まえ

て、早目に決定をして、進めていくようにしていきたいと思います。

○議長（田嶋輝雄君） ４番議員。

○４番（哘 清悦君） 質問に対して、いろいろ町長から考えを伺いました。

まず、大まかなところでいけば、全体として間違いない方向で検討が進められていると

感じました。とにかくいろいろな専門家の意見、町民の意見を取り入れて、これ以上はな

いというぐらいの最高の計画ができるよう期待して、私の質問は以上で終わります。

○議長（田嶋輝雄君） これをもって、４番議員、哘清悦君の質問を終わります。

なお、先ほど１番二ツ森議員の質問の中で、町長答弁の一部修正がありますので、答弁

お願いします。

町長。

○町長（小又 勉君） 一つ間違って答弁いたしました。

おわびをして訂正をしたいと思います。

これまでの婚活事業の実績、成果のところで、参加者の詳細で、４回の事業の合計、男

性参加者４５人、女性参加者３６人、合計７１人と申し上げましたが、８１人。足し算の

違いがありました。８１人が正解ですので、おわびさせていただきます。

○議長（田嶋輝雄君） 二ツ森議員、よろしいですか。

（「はい」と言う）

──────────────────────────────────────

○散会宣告
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○議長（田嶋輝雄君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

本日は、これをもって散会し、明日の本会議は午前１０時から再開します。

お疲れさまでした。御苦労さま。

散会 午後 ０時０５分


